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会  議  名 平成２１年度第３回小金井市青少年の育成環境審議会 

事  務  局 

( 担当課 ) 
児童青少年課 

開 催 日 時 平成２１年１１月１７（水）午後３時０１分～４時３８分 

開 催 場 所 小金井市役所西庁舎２階 第五会議室 

出

席

者 

委 員 
遠藤（会長）、齋藤（会長職務代理者）橋本、山川、天野、渡邉、長

谷川、伊藤、土屋 

事務局 岡部子ども家庭部長、秋元児童青少年係長、高水主事 

傍聴の 可否 可 傍 聴 者 数    ０人 

会 議 次 第 

１ 開  会      

２ 会長あいさつ 

３ 議  題 

⑴ 青少年を取り巻く状況について 

⑵ その他 

４ 閉  会 

会 議 結 果 

１ 開  会     

２ 会長あいさつ   遠藤会長 

その後、１０月１日付け委員の異動の紹介をした。 

   小金井警察生活安全課長・長谷川博省 

３ 議 題                                                                                                                             

⑴   青少年を取り巻く状況についての意見交換 

○事務局から、提出資料について説明。 

○各委員から提出資料についての質疑。 

○各委員による意見交換 

○遠藤会長から、次回の審議会までに、事務局で前２回の議論

を項目別にまとめたものから、提言になりそうな項目の現状

と改善の意見について、個別に掘り下げた資料を作っていた

だきたい旨の要望があった。 

○次回の審議会は、平成２２年の４月を予定。 

提 出 資 料 

配布資料  

１ 次 第 

２ 小金井市青少年の育成環境審議会における審議項目等 

３ 平成２１年度「全国青少年健全育成強調月間」実施要綱（内

閣府） 

４ 新しい「青少年育成施策大綱」（概要） 

５ 「青少年育成施策大綱」 

６ 子ども・若者育成支援施策の総合的推進（内閣府） 

７ 子ども・若者育成支援推進法について（Ｈ２１・７・８公布） 

８ 「子ども・若者育成支援推進法」 
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遠藤会長  お足元の悪い中お集まりいただきましてありがとうございました。

ただいまから、本年度第３回の小金井市青少年の育成環境審議会を始

めたいと思います。本日も、前回まとめましたように、特段このテー

マと絞らずに皆さんの議論を進めていきたいと思っております。よろ

しくお願いします。 

 前回まで小金井警察からご参加いただいていました中根委員が異動

により交代することとなり、本日から小金井警察からは長谷川博省さ

んにご出席いただくことになりました。 

 長谷川さん、一言お願いします。 

長谷川委員  小金井警察の生活安全課長をやっております長谷川といいます。よ

ろしくお願いします。１０月１日付で前任の中根から引き継ぎを受け

たばかりです。ちょうど１カ月半ぐらいたっておりますが、ここでの

皆さんの貴重なご意見を基に、青少年の健全育成に努めてまいりたい

と思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

遠藤会長  ありがとうございました。 

 山川校長先生は所用で少しおくれるというご連絡をいただいていま

すので、進めさせていただきます。 

 それでは、早速本日の審議に入りたいと思いますが、まず、配布資

料がございます。配布資料の説明を事務局からお願いします。 

事 務 局 （ 高

水） 

 説明させていただきます。 

 お手元の次第の次に、本日配布しております配布資料ということで

一覧が載っております。次第の次に、育成審議会における審議事項、

３番目に「全国青少年健全育成強調月間」、「新しい『青少年育成施策

大綱』」（概要）、「青少年育成施策大綱」、「子ども・若者育成支援施策

の総合的推進」、「子ども・若者育成支援推進法について」、「子ども・

若者育成支援推進法」が、本日お配りしております一覧でございます。 

 ２番目の小金井青少年の育成環境審議会における審議項目等につき

ましては、本年度２回、４月と７月に審議会を開催しておりますが、

過去２回の審議会の中で審議、論議された項目を事務局で、「子どもの

安全確保」と「遊び場・放課後の居場所の確保」、「子どもと親と家庭

と地域」、「社会規範意識の向上」という４つの項目にまとめさせてい

ただきました。 

 これは前回、７月の審議会の中で会長さんから、「今年１年間、いろ

いろな資料や経験をもとにみんなで意見を自由に出し合い、その中で
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来年市長に対して何らかの提言ができればよい。今年１年間は共通認

識を深め、来年、その中から幾つかに絞り込むようなスタンスでよい

のではないか」ということでした。そして、事務局に今までの審議の

中から幾つかの柱になる項目、話題などをまとめておくようにという

ご指摘がありましたので、まとめさせていただいたものです。 

 その次の平成２１年度「全国青少年健全育成強調月間」実施要綱か

ら最後の８番目までにつきましては、本日の参考資料として提出させ

ていただきました。「全国青少年健全育成強調月間」は、ちょうど今月、

１１月が全国青少年健全育成強調月間ということで、これは内閣府か

らの通知をコピーしたものです。 

 その中の１ページ目に趣旨ということで、「近年、我が国では、急速

な少子化の進行や就業形態の多様化、情報化社会の進展等により、青

少年を取り巻く環境が大きく変化している。このような状況の下、フ

リーターやニートと呼ばれる若者の数が高水準で推移するなど若者の

社会的自立の遅れが深刻化している。 

 また、少年による重大な事件、いじめの問題、児童虐待や子どもが

被害者となる事件等の相次ぐ発生や、青少年の健全な育成を阻害する

恐れのある違法・有害な情報の氾濫も懸念されている。 

 このような状況の下、政府は、青少年育成施策の一層の推進を図る

ため、昨年１２月に新しい「青少年育成施策大綱」を策定した。 

 さらに、教育、福祉、雇用など各関連分野にわたる施策を総合的に

推進するとともに、ニートなど困難を抱える若者への支援を行うため

の地域ネットワークづくりの推進を図ることを内容とした「子ども・

若者育成支援推進法」が本年７月に成立したところであり、今後、公

布の日（平成２１年７月８日）から１年以内の政令で定める日から施

行することとされている。」ということもありまして、新しい青少年育

成施策大綱と子ども・若者育成支援推進法を、本日の資料に添付させ

ていただいたということでございます。 

 次の資料の中の新しい「青少年育成施策大綱」（概要）ですが、これ

につきましては、背景として、ニート、フリーター等、情報化の一段

と急速な進展、若者による重大事件等の続発、このような背景をもと

に基本理念として青少年の立場を第一に考える。社会的な自立と他者

との共生を目指して、青少年の健やかな成長を支援する。青少年一人

ひとりの状況に応じた支援を社会総がかりで実施するという基本理念



               審  議  経  過           ＮＯ.3 

のもとに、重点課題として健やかな成長の基礎形成のための取組、豊

かな人間性をはぐくみ、社会で生きる力と想像力を身につけていくた

めの取組、困難を抱える青少年の成長を切れ目なく支援するための取

組、青少年の日々の生活を支える居場所づくりなど環境整備のための

取組という重点課題が掲げられまして、青少年に対する施策の基本的

方向が示されております。内容としては２つありまして、年齢期ごと

の施策と、困難を抱える青少年に対する施策でございます。 

 年齢期ごとの施策では、乳幼児期、学童期、思春期、青少年及びポ

スト青年期という４つの年齢期に分けて、基本的方向が定められてい

ます。 

 困難を抱える青少年に対する施策についても、困難な状況ごとの取

組ということで、障害のある青少年の支援とか少年非行対策、不登校・

ひきこもり等の対策という施策がこの大 綱の中に述べられておりま

す。 

遠藤会長  高水さん、この大綱をつくったのは内閣府なんですか。 

事 務 局 （ 高

水） 

 そうですね。 

遠藤会長  文部省とか特定されてなく、本文中には「政府は」と書いてありま

すね。 

事 務 局 （ 高

水） 

 政府、そうです。 

 政府の中の青少年育成推進本部が作成したものです。 

遠藤会長  政府作成。 

事 務 局 （ 高

水） 

 はい。 

 

遠藤会長  内閣府。 

事 務 局 （ 高

水） 

 この中で特徴的なのが、年齢期ごとの４つの期に分けまして、各期

ごとに諸々の問題点に対応していくということと考えられます。 

 詳しくは、「青少年育成施策大綱」をごらんいただきたいと思います

が、４３ページほどある一番最後の「用語（注）」に、青少年というこ

とで、この４つの言葉が使われていますが、青少年は子どもと若者の

総称、０歳から３０歳未満までの者。大人とは青少年期を脱した者。

子どもとは乳幼児期と学童期の者。若者は思春期と青年期、中学生か

らおおむね１８歳までと、おおむね１８歳からおおむね３０歳未満、

このような用語で育成施策大綱では用語等を整理しているところでご
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ざいます。 

遠藤会長  この「青少年育成施策大綱」をつくったのは、青少年育成推進本部

という政府の設けた本部、この所轄はどこなんですか。内閣府なんで

すか。文科省ではなさそうですよね。 

事 務 局 （ 高

水） 

 次の推進法の資料も内閣府です。同じ所轄だとは思います。 

遠藤会長  じゃあ、後々またわかってくるかもしれません。 

事 務 局 （ 高

水） 

 その次に、今度、推進法の「子ども・若者育成支援施策の総合的推

進」（内閣府）という資料をごらんいただきたいと思います。１ページ

目に「子ども・若者育成支援推進法制定の背景」ということで今の大

綱と同じですが、児童虐待、いじめ、青少年による重大事件の発生、

有害情報の氾濫など、子ども・若者をめぐる環境の悪化。ニートやひ

きこもり、不登校、発達障害等の精神疾患など子ども・若者の抱える

問題の深刻化とありますように、従来の個別分野における縦割り的な

対応では限界であるというのが、法が制定された背景ということで、

この法の目的、第１条に記載がありますが、子ども・若者育成支援施

策の総合的推進のための枠組み整備と社会生活を円滑に営む上での困

難を有する子ども・若者を支援するためのネットワーク整備というこ

とです。 

 ３ページ目に「『青少年』と『子ども・若者』」ということで、従来

から「青少年」を０歳からおおむね３０歳未満の者ととらえた上で、

雇用など特定の施策分野においては３０歳代も対象として施策を推進

するということです。 

 子ども・若者育成支援推進法における「子ども・若者」の年齢の範

囲も、この対象範囲と同様とするということです。 

 ７ページ、「国における子ども・若者育成支援の枠組み①」というこ

とで、子ども・若者育成支援推進本部を設置する。本部長は内閣総理

大臣、以下副本部長、本部員が決められています。 

 ８ページ目が、「国における子ども・若者育成支援の枠組み②」とい

うことで、子ども・若者育成支援推進大綱の策定が第８条に規定され

ていますが、一番下に書いてあるように、法の施行を受けて、平成２

２年内をめどに本部で大綱を決定することが書かれております。 

 ９ページ目が、「地方公共団体における子ども・若者育成支援の枠組

み」ということで、これも第９条に子ども・若者計画の作成がうたわ
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れております。 

 都道府県は、国の大綱を勘案して作成する。これは努力義務。 

 市町村は、国の大綱、都道府県がつくられていれば都道府県の子ど

も・若者計画を勘案して作成。これも努力義務ですが、市町村の立場

としては法律にもうたわれております。 

 １１ページ、中ほどに「次世代育成支援行動計画の中で、子ども・

若者育成支援に関する施策の方針等を定めている例もあり」、「次世代

育成支援行動計画の中で、子ども・若者育成支援施策の方針等を定め

る場合も、子ども・若者計画を作成したこととなる。」とあります。小

金井市の場合は、すでに次世代育成支援行動計画をつくっております

ので、計画等は定めていることにはなると思いますが、先ほどの３０

歳までとか３０歳以降、特に、ニートなどの関係も法律等でうたわれ

ていることになりますので、小金井市の場合も今までの計画等につい

ては、一定の見直し、あるいは検討が必要になってくるのではないか

と思っております。 

 参考に添付させていただいた資料については、まだ私どもの中で細

かく理解しておりませんので大変申しわけないのですが、この程度に

とどめさせていただきたいと思います。 

 最初にご説明させていただきました２番目の資料ですが、今年度、

審議会を２回開いておりまして、その中の柱立てといいますかどんな

ことが話されたかについて、会長さんからのご指摘もありましてまと

めさせていただいたものですが、若干の説明をさせていただきます。 

 この審議会では先ほど申し上げましたように、基本的に委員の皆さ

んの自由な意見ということで、今までに２回開催してきたわけですが、

このまとめの中に皆さんの意見がすべて入っているか、網羅されてい

るかというと確信がもてませんが、ご了解いただきたいと思います。

一応まとめとして先ほど申し上げましたとおり事務局として４つの柱

といいますか、大きな項目の中に意見等として出たものを箇条書きで

すけれども記載させていただいたということです。 

 子どもの安全管理につきましては、いろいろお話がありましたけれ

ども、青色回転灯装備車両による地域パトロールとか、「カンガルーの

ポケット」とか安全対策に関し諸々のお話が出て、現在あるさまざま

な組織との連携、協力等が必要ではないかというのが１番目です。 

 ２番目に、「遊び場・放課後の居場所の確保」です。これは親の意識
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改革とか、遊び場を開放しても参加しない子どもがいるとか、いろい

ろな問題点が出されておりますけれども、公園等の遊び場の確保、学

校開放、現在、市でもやっていますが放課後子ども教室、児童館事業

の拡充などをまとめさせていただきました。 

 ３点目は、「子どもと親と家庭と地域」という表題にさせていただき

ました。その下に※印で書いてありますが、親の意識改革とか、一人

だけで悩まずみんなと情報を共有して地域の力で子育てをする体制が

必要ではないかという項目でございます。 

 最後の４番目が「社会規範意識の向上」です。かっこ書きで「景観

対策」という文言も入れさせていただきました。前任の中根委員から

の報告にもありましたように、警察署でもさまざまな取組をされてお

られます。 

 また、教育委員会指導室等でも、今小中学生を対象にボランティア

活動の推進とか、市総務部地域安全課を中心として取り組んでおりま

す安全・安心あいさつ運動、あるいは健康課等になりますけれども、

薬物乱用防止活動とか、まちの美化の推進という文言も入れさせてい

ただいて、社会規範意識の向上という項目にまとめさせていただきま

した。 

 ４つの柱立て、名称もそうなんですけれども、相互に関連する事項

ですのでこのようなまとめ方がよいのか、また、項目立てが適切なの

かどうかは疑問があるところですが、皆様のご審議によって今後のま

とめの一助にしていただければと思っております。 

 以上、本日提示しております資料の説明とさせていただきます。よ

ろしくご審議のほど、お願いいたします。 

 なお、先ほどの「青少年育成施策大綱」は、内閣府のまとめたもの

ということでお答えさせていただきます。 

遠藤会長  ありがとうございます。 

 非常に重々しい、盛りだくさんの資料が配られて、字は読めるけれ

ども、意味がすぐにはわかりづらいようなものも幾つかあります。ホ

ットな法令、ホットな大綱ということで、今後、この青少年育成推進

本部という国の本部が、どの程度縦割り行政を是正しながら機能して

いくのか。東京都はこれに対してどういうふうに対応するのか。市と

して行政側で、何らかの推進本部的な、各課にばらばらな所管になっ

ているものを取りまとめ、本部みたいなものを置けるのか、置くのか



               審  議  経  過           ＮＯ.7 

という、ある意味で非常に大事な組織の問題だとは理解しますけれど

も、我々審議会はもっぱら青少年の育成環境を整えるために、市長に

こういう提言をしようか、どうしようかというのが基本テーマですの

で、組織づくりとはある意味で関係なく我々の思うところで市長に要

請したいこと。提言したいことを好きに考えていくということでよか

ろうと思います。 

 資料番号は振っていませんけれども、前回４月と７月の審議項目、

２枚のペーパーに事務局でまとめていただいて、２回の会議録のほと

んどのポイントがここに箇条書きですけれども、網羅されている項目

拾いをしていただきました。私にすれば知らないことばかりの点が多

かったんですけれども、基本的にこの審議会の審議テーマは、この審

議項目のまとめのうちで２番、３番、あるいは一部分４番に関する部

分ではないかと考えていますので、それについて現状のやっているこ

とはどういうことなのか。そして、それはこう変えたほうがよいので

はないかとかいう積極的意見があれば、そういう方向づけで２年がか

りでまとめにかかっていけばいいかなと思います。 

 つまり、１番目のところは「子どもの安全確保」ですから、基本的

には前回現物を見せていただいた青色回転灯装備車両のパトロール。

これは可能な限り、まめに活動していただいて、効果が上がるように

やっていただくとか、それ以下、それぞれの立場で地域パトロールに

ついてはなさっていると思います。子どもの安全を確保するサポート

手段として極めて重要だとはいえますし、かなり前から行われている

２番の安全対策、「カンガルーのポケット」、このあたりも推進活動母

体がいろいろ工夫されていると思いますので、それも充実していくこ

とであろうし、安全・安心メールしかり街路灯の整備しかりで、この

辺について、この審議会として独自に何か提言をするという内容では

ないようにも感じます。 

 ３番目の組織の連携そのほかについては、２番、３番に絡んで、何

か協力をもっとほかの形で工夫されたらという話が出てくるかもしれ

ませんが。 

 今までが資料のご説明ということですが、今までのところで何かご

質問なりご意見なり、資料についてのご質問なりございましたらお願

いします。 

齋藤委員  よろしいですか。 
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 この内閣府から出たのは、今の現政権 になってから出たというこ

と？ 

事 務 局 （ 高

水） 

 青少年育成施策大綱は昨年、平成２０年１２月です。 

齋藤委員  自民党時代。 

事 務 局 （ 高

水） 

 そういうことです。 

 育成推進法も本年７月に成立しました。 

齋藤委員  前の政権。 

事 務 局 （ 高

水） 

 ということになると思います。 

 

遠藤会長  一番最後にある、子ども・若者育成支援推進法ですが、法令として

はこれに集約されたと思うんです。これには野党というか民主党もお

そらく賛同して、反対で可決ではなかっただろうと思います。 

 したがって、今までの取組をさらに推し進めるというスタンスでな

いと、実施要綱で２１年１０月１９日のような表現に多分ならないと

思うんです。 

 自民党時代の法令が方向転換するとはどうも読めないので、これで

進んでいくと感じるんですけれどもね。 

齋藤委員  ここでその議論をしてもしようがないことですけれども、近年、民

主党の事業仕分けがテレビに出てきて、子どもの放課後対策が廃止と

か子どもの読み聞かせの支援についても廃止とかいうことで、今、ど

うしてそういうふうに相反することをしているのだろうというのがち

らっと頭をよぎったもので、どっちが中心で考えていたものなのか。

ああ、前政権のものなんだ。けれども、法律は法律で生きているわけ

ですもんね。 

遠藤会長  そうですね。 

 それと、今まであまり突っ込んだ話はしてなかった部分で、市とし

て、子どもたち、青少年のためにいろいろな事業をやっていて、金を

幾らそれぞれ配分しているのか。予算を幾らぐらいとっているのかと

か。そこまでいくと我々、市会議員になっちゃいますけれども、ほん

とうは裏づけとして、市の行政としてどの程度の予算規模でこういう

推進事業を援助しているとか。直接触れる触れないは別にして、こう

いう事業にこういう助成金を出しているとか、そういう話を少し理解

しておかないと、空理、空論だけの提言になってしまうような気もし
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ますよね。 

伊藤委員  いいですか。基本的なことをお聞きします。 

 今年度の我々の会議のスタンスは、先ほど会長さんもおっしゃった

ように、こういうことをこの審議会で、こういう問題があるから検討

して、市長に提言するというスタンスで、私たちはこの会議をこれか

ら考えていくわけですか。 

遠藤会長  そう思います。 

伊藤委員  この私たちの会議でね。 

遠藤会長  ええ。ここで話したことを市長さんにお伝えしなければいけないと

思うので。 

 前期には大まかですが提言書を出して、前任期の委員の中締めとし

ました。あれはあれとして、今年度の任期の委員としては、この点あ

たりを青少年育成環境のために考えたらどうかということを任期の２

年以内に何らかの形でお伝えすることが目的だろうと思います。 

 したがって、今年は３回、来年も３回の審議会の予定のようですの

で、今年は基本的にフリートーキングにしましょうと。今日で３回目

になるので、多分終わりだと思いますけれども。 

 そして、前回まで……。 

伊藤委員  一応、前回は……。 

遠藤会長  自由討論で。 

伊藤委員  ここにある、生徒の放課後の居場所づくりについて検討しましたよ

ね。 

遠藤会長  そうですね。 

伊藤委員  これのプリントを見ると、１、２、３、４のうちに２番目が「遊び

場・放課後の居場所の確保」と。これは不十分かどうか知りませんけ

れども、一応は大体審議ということですか。 

遠藤会長  そうですね。 

伊藤委員  話が終わったというような……、終わったわけではないけれども、

まだ問題はあるけれども……。 

遠藤会長  一応できることはやってみたと。 

伊藤委員  やってきましたよね。そういうことを考えると、１番と３番と４番

で、私は３番あたりにスポットを当てて、いろいろ研究をして、提言

をすることを考えたらどうかと、今ただ考えるだけなんですけれども、

それがあっているかどうかわかりません……。 
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遠藤会長  １回目の会議のときも２回目の会議のときも、伊藤さんの意見はこ

のあたりにかなり的が絞られているので、ご趣旨はよく理解できます。 

 それはそれで結構だと思いますけれども。ひとつ、ご意見を聞いて

いて気になるのは、行政として何かのサポートを市民にしてやるとい

うことへの呼び水的な提言がひとつできればいいように思いますけれ

ども、３番の問題は突き詰めていくと、親の腹づもりというか覚悟と

いうか、親がしっかりせんといかんぞという精神論だけではないです

が、そこに行ってしまうと、市長さんも見て、はは、そうかいで終わ

っちゃう気がするんだよね。それを行政としてこういう施策と、こう

いう予算を押さえて、こういうことをやってみたらどうかと加工して

いかないといけない問題だと思うんです。 

伊藤委員  突っ込む場面が非常に難しいということですか。 

遠藤会長  勢い、行政としてはそういう機会とか場を十分確保して、十分広報

をすることになるのかもしれないとは感じていますけれども。 

橋本委員  一つ質問したいんですけれども、先ほど触れられた国が大綱を設け

て、それが都におりて、市も具体的な施策を練ることになると思いま

すが、今説明された中で、例えば納得する部分もあるんですけれども、

児童館で中学生の居場所づくりを始めていますよね。それがこれに則

っているのか、それともそういう大綱ができて、実際的に市において

運営するまでの時間的な経過はどういうふうになっているのか。 

 今、移行期で、さっきも言われたように、変則的な部分がある中で、

市も、都もそうでしょうけれども、苦労されるんじゃないかと思いま

す。そのあたりの私たち素人にはわからないところはどうなるんでし

ょうか。 

 予算のことも言われましたけれども、居場所づくり、今、市ではか

なり進めているので、そのあたりの予算、実行するに当たってどこに

基づいてやっているのかということを聞きたいんですけれども。居場

所のこともここに書いてあるのでそれに則ってやっているのかなとい

うイメージで素人的には捉えるんですが。 

遠藤会長  今の橋本さんのご質問に対して、何か私が回答するデータはないん

ですけれども。 

事 務 局 （ 高

水） 

 市町村の計画ですが、小金井市の場合は、次世代育成支援行動計画

が現行にありますので、先ほどの子ども若者育成支援推進法の中では、

作成したものと見なすということになると思います。 
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遠藤会長  はい、ありましたね。 

事 務 局 （ 高

水） 

 次世代支援行動計画の中で、子ども・若者育成支援施策の方針等を

定める場合も、子ども・若者計画を作成したこととなるということな

ので、若干の見直しとか検討は当然必要になってくると思うのですが、

小金井市の場合は策定してない状況では ないということかと思いま

す。 

 それと、国の大綱に書いてありますように、平成２２年８月までに

は国がつくることになります。それを受けて、都道府県と市町村が努

力義務ながら作成せよという形になるわけなので、実際に東京都や各

市町村が動き出すのはまだちょっと時間がかかると思います。 

遠藤会長  小金井市独自でそれは進めてきたということですね。 

事 務 局 （ 高

水） 

 そうです。 

遠藤会長  中学生の居場所についての、児童館の活用だとか。 

事 務 局 （ 高

水） 

 ええ、そういうことです。 

遠藤会長  どうなんでしょうね。ほかの市と競るわけではないですけれども、

小金井市の子どもたちは非常に安全だ、あるいは環境が確保されてい

ると。そういう面もすごく大事なポイントだと思うんですよね。 

事 務 局 （ 高

水） 

 具体的に、のびゆくこどもプラン小金井、これが次世代育成支援の

小金井市の計画という位置づけになっております。 

 また、この法律等が成立したことによって、２１年度予算等で何か

検討してきたかということについては今のところ、検討はしておりま

せん。 

橋本委員  私、放課後子どもプランにもかかわっているんですけれども、予算

が国で決められて、都におりて、それが都から市におりていくという

ことで、予算が出ない場合、継続することはできるのかどうかという

課題もあります。これは別に予算がかかることもありますけれども、

次世代で独自に進めていることはよくわかりました。 

齋藤委員  よろしいですか。 

遠藤会長  はい。 

齋藤委員  今の橋本委員のお話と関連するんですが、私も前原小学校という学

校で校庭遊びというのを、安心・安全の場の確保のために立ち上げた

わけです。ところが、国が事業仕分けでそれを廃止という方向になる
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と、東京都はどうするのかとか、小金井市は、じゃあ、国が持ってい

た３分の１を小金井市はかぶるのかとか、末端でははらはらどきどき、

せっかく立ち上げたはいいけれども、これが継続できるのかどうなの

かわからない。来年度どうするんだろうということも如実にあるわけ

です。 

 こういうふうに国がいろいろな政策を出してくるのはいいんだけれ

ども、それで下が振り回されることが往々にしてあるんです。国が大

体３年から移行期間を見て、次の政策を打ち出してくるんだけれども、

末端では、今言ったように右往左往させられることが多くて、必ずし

も充実した展開をしていっているかどうかというと、ボランティアだ

けでは動かない部分もあります。ある程度裏付けみたいにきちっとし

ておいてもらわないと、なかなか健全育成即イコールボランティアと

いうわけでもなくなっちゃうのかなと思います。 

 しかも、昨今、不景気で、皆さん、働きに出ることが多いものです

から、ボランティアを確保するのがかなり難しくなってきている状況

でもあります。ある程度市なりにも裏づけとしてきちっとサポートし

てもらわないと、今までのように、景気のいい時代にボランティアを

集めて、ボランティアで運用、活用という楽観的な発想ではやってい

けないのではないのか。児童生徒の安全を確保するというのはそれな

りに経費が必要になってくると最近思うんですけれども。 

遠藤会長  そうですね。私もこの委員を務めさせていただいて、やっているこ

との基本は無料奉仕、ボランティアが原則で、どんどん広げているだ

けで、老人医療とかいろいろな老人の予算はもう待ったなしでどんど

ん来る。国も都も市もそちらには予算は適正に割かなきゃいけない。

税収が減ろうが何しようがかかるものはかかる。 

 そうすると、税収減のしわ寄せはやっぱり……。口では次世代、子

どもは宝だとおっしゃっても、意外とその実が果たしてフォローでき

ているかどうか。各事業の予算のつき方とか、あるいは市の負担なり

上級公共団体、国からの補助とか、それも全部は必要ないかもしれな

いが、何か申し上げたい政策に関しては、一応理解はしないとまずい

なとつくづく思います。 

 それと、政権の交代で何がどう削られるのかという。 

齋藤委員  そうですね。事業仕分けだからって、必ずしもそのまま廃止という

わけではないんだとは聞いていますけれども、ああいうふうに廃止と
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でかでかと出てくると、これはほんとうに大変なことだと思い出しま

すよね。 

 山川先生、お忙しいところありがとうございました。 

山川委員  済みません。急に対応することになりまして。 

遠藤会長  今のところ配布資料が幾つか出ていまして、前回までの審議内容を

箇条書きにまとめたペーパーが審議項目等というので２枚あって、そ

れ以降は最近の国の動向と法令説明の文書と、一番後ろは昨年制定さ

れた法令、この辺を細かく事務局の理解するところをご説明いただき

まして、２枚にまとめた前回までの審議項目等について、来年の任期

末までにどういう方向でまとめようかという話を、それぞれの立場で

発言していたところです。 

山川委員  ありがとうございます。 

遠藤会長  高水さん。 

事 務 局 （ 高

水） 

 はい。 

遠藤会長  それぞれ、いろいろな青少年の施策をやるに際して、どういう予算

でどんなことをやっているということは、資料としてつくる方法、あ

るいは示す方法は何かありますか。 

事 務 局 （ 高

水） 

 市の予算、歳入歳出、特に、歳出のほうですが、議会費から云々と

いう予算の項目を引っ張り出しただけでもあまり意味のない気もする

んですよね。 

 市報等でも市の予算の使い道は年何回か公表するようになっていま

して、よく桜の木のイラストなどを使い、パーセンテージで割り振る

というようなものはあるんですけれども、そのような中身ではあまり

青少年に対してどうかという検討にはならないと思います。 

 一言で子どもと言っても、例えば、役所の事務の所管では、今の私

どもの児童青少年課ということもあれば、あるいは教育委員会とか、

全部の部署にもかかわってくることもあって、どんな資料が必要なの

かどうかは非常に難しいものがあります。 

 当然市の予算、決算があるわけですから、何々が必要だというもう

少し具体性がある資料であれば、それに基づいて財政課等にも確認し

ながら資料をおつくりできると思うのですけれども、漠然と子どもに

関する予算ということですと、何を、どんな形でまとめられるかちょ

っと頭に浮かんできません。もう少し、具体性があれば。 
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橋本委員  私は６地区の健全育成から出ているんですけれども、いつか説明で、

財政が厳しいのでいろいろなところがカットされている中、健全育成

の費用だけはカットしてないと。要するに、それは青少年に重きを置

いているということは聞いているので、それはありがたいと６地区で

は聞いたことがあります。 

 でも、予算的には毎年同じように毎年苦しい中つけられているのは

確かなので、非常に助かっています。ただ、健全育成もいろいろな、

内部的なことも知っているんですけれども、ボランティアの部分がた

くさんあるので、担当している人たちの持ち出しというのはどういう

ふうにしたらいいのか。先ほどの裏づけというんですか。負担になる

人もいるので、役員なんかすると、研修会に行ったりすると自己負担

の部分がたくさんあるので、ずっと長年の課題なんです。 

 そういうことを含めると理想的にはもっと、今いただいているより

も、何倍かほんとうは手厚くしてくださるといいのでしょうけれども、

そうはいかないので、最低な予算をつけていただいて、継続している

ことは確かなので、そのあたり少し大まかな、私は健全育成だけに携

わっておりますけれども、ほかの部分等を伺えれば参考になるとは思

います。子どもに対しては、手厚く何かしてくださるということは聞

いていますが。 

遠藤会長  予算についての推移とかいうものは、面倒くさい会計の予算書、款・

項・目、担当課がばらばらになっていますから、であっても全部網羅

的に予算を全部書けとかそういう意味では全然ない。そんなイメージ

で予算はできてないですから。何か検討してみましょう。 

渡邉委員  予算のことはわからないですが、こういう関係機関の連携はどうな

っているのかなって。子どもに対していろいろなところからかかわっ

ていますが、もし居場所づくりだけでもとってみると、学校関係、児

童館関係、ありますよね。あと、学童保育所。ああいう場所も、場所

としては午前中すごくあいているところがあったり、使えるところが

有効利用されていないという感覚があります。 

橋本委員  公園もそうですね。 

渡邉委員  公園も。あと、児童館でいうなら、中高生の居場所としてもまだま

だ週１回とか月２回とか、そのぐらいですよね。 

橋本委員  そうですね。月１回ですね。 

渡邉委員  もう少しそれは、何とかしていただきたい、もっと連携してほしい
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なということです。 

遠藤会長  児童館の中学生利用開放なんていうのは、大体どんなお金がかかる

んですか。それに関する予算というのは。 

岡部部長  児童館で中学生の居場所という形でやられているのは、東児童館、

これは委託館です。業者さんにお願いして委託しているのは東児童館

１館で、あとは貫井南児童館です。 

遠藤会長  委託というのは建物……。 

岡部部長  業務委託ですね。 

遠藤会長  業務委託。 

岡部部長  はい。 

遠藤会長  何の業務を委託しているんですか。 

岡部部長  児童館の運営業務です。 

遠藤会長  館の運営。 

岡部部長  ええ。いろいろ児童館の業務ありますので、それも全部ひっくるめ

て委託という形でさせているところが東児童館、そこも中高生の業務

をやっている児童館です。 

 あと、貫井南児童館で中高生の事業をやっています。そこも毎週と

いう形ではなくて、月に２回という形で実施されているのが現状で、

実際的にかかる経費はほとんどが人件費です。当然、中高生が来た場

合の対応とか、事業を組んだ場合については、誰かが入ってやること

になりますので、人件費と多少消耗品とかが出てくるということにな

ります。 

 ただ、中高生のひろばにいくらかかっているかとなると、いろいろ

な事業が組み合わさっている中で、そこだけ特別に抜き出すことは難

しいと思います。無理矢理、時間で按分すれば出せないことはないけ

れども、数字的には信憑性がないなという部分が若干でてきます。 

遠藤会長  外部委託だとむしろ委託料で業務量の積算ということで、ある意味

でわかりやすいのかもしれませんね。 

岡部部長  東児童館についてもほとんどが人件費です。当然、職員を置いて、

職員の部分の負担を今度は業者さんにお願いするわけですから、業者

さんだって人が来ますので、ほとんどが人件費と見ていただいたほう

がわかりやすいかもしれないです。 

橋本委員  私は貫井南児童館のすぐそばに住んでいるんです。貫井南児童館を

よく見るんですけれども、居場所づくりのために増改築というんです
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か、改装ですか、防音装置をつけましたので、その費用は多分わかる

と思います。そういうふうに皆さんが使うのを特定のための設備にす

るというと、ほかの目的にはなかなか使えない場所になってくるので、

そのあたりの限られたスペースを使うというのはなかなか難しいです

よね。 

 さっき言った人件費についてですが、時間的なこともあって、夜で

すと職員の問題というんですか、当然延長するとそれだけ人件費がか

かってくることなので、そのあたりもなかなか難しいということを利

用者懇談会等のときにお伺いするんですけれども、渡邉さんがさっき

言われました、横とのつながりというんですか、いろいろなつながり

がないとなかなか難しいなということも感じることです。 

遠藤会長  中高生の児童館開放によるコミュニケーションの場の設定なんてい

うのは、利用度というか、集まりぐあいはどんな感じなんですかね。

かなりいいんですかね。 

岡部部長  済みません。今日、数字を持ってきてないので何とも言えません。 

橋本委員  多分数字はまた出していただけるでしょうけれども、懇談会のとき

なんかに聞きますと、中高生は波がありますので、多いときには多い

けれども、少ないときには少ないというか。だから、常時確保すると

いうのはなかなか難しいということをお伺いしています。 

遠藤会長  何かをするとすれば、それを決めて、知らせを出すんですか。 

橋本委員  私にはわかりませんが、一応、事業をやる場合については、貫井南

児童館について限定しますと、防音ですから、バンドとかダンス教室

とかいうことをできるわけです。その募集について、毎月市報等で流

したり、学校にお願いして参加を促すという形でチラシを配布させて

いただいている。その中で、集まってくる子たちに対して、事業を展

開していくという形ですので、参加についてはなかなか数字的には効

果的なものはあまり出ていないと思います。 

 特に、中高生の方々は、学校で勉強して疲れて、また塾で疲れて、

その息抜きに来るのが、特に中学生が、高校生もそうなんですけれど

も、多いというか、少ない中でもそういう形で来るのがありますので、

参加に関しての評価は見方によっては難しいかなと思っています。 

遠藤会長  ありがとうございました。 

 定量的に、これは効果があるとかいうふうに数字で出すのはなかな

か難しいところがあるんですかね。 
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齋藤委員  ただ、中高生というか、高校生なんか見ると、行動範囲が広いので、

むしろ市内の端、貫井とか東というよりは、例えば、武蔵小金井あた

りに青少年センターみたいなのがあれば、駅周辺だと学校帰りにちょ

っと寄ってという使い勝手は出てくるんでしょうけれども、今展開し

ているのを見ると、端、端ですから、そういう意味で稼働率というか

参加率からすると、それほど数字的には上がってないと思います。 

 利用する方もある一定の方に限定されてしまうのではないでしょう

か。 

渡邉委員  常時あいていればふらりと行くことも可能ですけれども、このぐら

いの間隔だとちょっと少なくなりますよね。 

遠藤会長  毎週金曜日と土曜日はあそことか、少しでもそういうフリーな形で

やったら利用度は上がると思います。 

渡邉委員  あると思いますね。 

遠藤会長  南口の駅前の建設が進めばの話ですね。あれは市民交流センターと

かいう名前のホールみたいのができるんでしたっけ。 

岡部部長  はい。できる予定でございます。 

遠藤会長  いつごろですか。 

岡部部長  ２３年の１０月ぐらいと聞いてはいるんですけれども。 

遠藤会長  あと２年ぐらい先ですか。 

岡部部長  はい。 

遠藤会長  まあ、任期が終わった後の話はやめておいたほうがいいな。 

  長谷川さん、今までの聞いていた内容で感想でもあれば、何かおっ 

 しゃってください。 

長谷川委員  今の居場所の問題については、子どもたちがそこに興味を示さない

と意味がないのかなという印象は持ちました。それをどういうふうに

していったらいいのかと。自分自身もいいアイデアが浮かばないんで

すけれども、そういうふうには思いました。 

遠藤会長  ＰＲの流し方と対象者、広報の仕方も限られているんですけれども、

子どもの年齢によって学校で、あるいは親に知らせる媒体と方法を考

える。中学生、高校生はもう親の話ではあるまいということで……。 

長谷川委員  小学生の間は、友達が行けば自然と集まるような形なんでしょうけ

れども、中学生、高校生になるとなかなか。 

遠藤会長  そうでしょうね。一昨年度実施した小学校４年生ぐらい、あるいは

中学生２年生ぐらいのアンケート、山川先生のご尽力をいただいてや
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ったんですけれども、かなり学校側の理解も得られたせいか、親御さ

んからのアンケート回答も、生徒本人はもちろん、非常に回答率が高

かったですよね。 

 ですから、少なくとも子どもは、市報は見ないというと、小学生、

中学生のレベルだと、学校への理解を求めて、学校の協力がすごくキ

ーワードかなと感じました。 

 ２番の遊び場・放課後の居場所の確保という項目と、３番の子ども

と親と家庭と地域という項目に、箇条書きで並べ立てて書いただけで

すけれども、これをもうちょっと、今まで出た意見なり、あとボリュ

ームを増やして、現状はこうである、こういう方向を考えられないも

のかと、一つ一つ現状の把握、問題点と、こんなふうにできないかと

個別に、あるいは２つ３つ合体するかもしれませんけれども、そうい

うふうに仕分け資料をつくって的を絞っていく方法もあるかなと、私

は感じていますけれども。 

橋本委員  今言われていることと関係していますが、まださきのことだと思い

ますが、先ほどの大綱ですと３０歳までという……。 

遠藤会長  そうですね。 

橋本委員  範囲が０歳から３０歳まで、すごいですよね。ここでも中・高と書

いてあります。私たちは一応中・高と言いますけれども、小学校と中

学校と高校生って全然違いますよね。だから、そのあたりの焦点をど

こに置くのかということは、また一つの。 

遠藤会長  この審議会の条例上は、ターゲットは２０歳まででしたっけ。 

秋元係長  １８歳未満。 

遠藤会長  １８歳未満でしたっけ。その辺じゃないでしょうかね。我々の守備

範囲は。３０歳まで手が届かないと思うんですよね。 

橋本委員  そうですね。 

遠藤会長  高校生以下というターゲットでしょうね。しかも、幼児は除くと。

そうすると……そういう感じか。 

橋本委員  主に小中になるんですかね。 

遠藤会長  小学校、中学校、一部高校生。そんなターゲットだろうと思います。 

伊藤委員  私たちは、対象はあくまでも子どもなんですよね。２番目の遊び場・

放課後の居場所とか、いろいろな組織で子どもをタッチしているけれ

ども、タッチの生徒の数とかいけば、言っちゃ悪いけれども、パーセ

ンテージでいけばそうは高くないと。やっぱり小学生、中学生を対象
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にするために、学校というのが一番生徒がいっぱいいるわけです。そ

うすると、小金井に住んでいる小中学校生徒は１００％、小中に通っ

ているわけですから、そこを何か工夫をして、そこを対象にしていけ

ば、全く効果も違ってくると思います。 

 ただ、放課後の学校に来て遊ぶとか、児童館とかに来て遊ぶような

パーセンテージはほんとうに２割か３割もない。学校をどうやってや

るかというのは非常に難しいですけれども、そこをやると１００％、

我々はアタックできるというのか、訴えることができる。そこには、

親を踏まえて、ここに書いてあることで、学校側に応援いただく場合

もあるけれども、いろいろな言葉が考えられるのではないかと感じま

す。 

遠藤会長  昨年もそうでしたが、学校開放に関するものとか、山川先生にいろ

いろと情報をもらったんですが、非常に制約が強い現状で、安全の問

題とか、そういうことは一応わかりましたけれども、小中学生は学校

が核ですよね。家庭は家庭ですけれども、家庭でしっかり育てろとい

うことはお金を出す話ではありませんので、子育て手当みたいな、そ

れはそれで別な話だと思います。学校が終わった後、行政あるいは組

織がどういうサポートできるか。土曜日、日曜日はどうするかとか、

年齢層とか、生活時間帯、曜日で考えると、あいた時間、あいた曜日

だと思いますし、ある意味で学校という組織を抜きには考えられない

だろうと思いますよね。学校を使わせろとか、そういう話に行くわけ

ではないですけれども、学校というものに理解が得られるようなこと

をサポートしていかなければならないかなとは感じます。 

 天野さん、この辺のところで何かご発言ございましたら、全然違う

視点でもご意見いかがでしょう。 

天野委員  そうですね。小学生と中学生だと終わる時間が違うので、考え方も

変えていかないといけないと思います。当然、部活をやっていない子

どもたちでもいろいろな行事がありますので、どうしても５時過ぎと

かに帰ってきたりするわけなので、その後の時間帯、例えば、中学生

はじゃあ何時までを見てあげるのかみたいな。 

 そうすると、中学生はそれこそほんとうに、じゃあ８時までなのか、

９時までなのかとなってくると、また考え方を変えてこないといけな

いと思う。でも、危ないのは中学生かなとは思うんです。小学生のほ

うが比較的、じゃあここを使ったらどうだろうというのは時間的な考



               審  議  経  過           ＮＯ.20 

え方でいうと、今、多分放課後子どもプランなんか、例えば、３時か

ら５時とか、中には、夏だったら６時までやってほしいとかいう意見

も出ているという話を聞きますので、そう考えていくと小中では違う

ふうに考えていかないと思います。 

 特に、さっきの中高生の東児童館、うちは近所なんですけれども、

あそこは８時までやっていますけれども、８時では当然終わらず９時

近くまで子どもはいます。勝手にいるというような状況です。 

 ただ、駆け足で帰らないといけないので早く帰ってほしいというこ

とはありますけれども、でも集まるメンツもいつも一緒なので、どう

してもなかなか帰らないというのが現状のようなので、少しまたそう

いうところも考えていかないと……。 

遠藤会長  小学生の平日の下校時間というか終業は、３時半ぐらいなんでした

っけ。 

山川委員  本町小の場合には６時間目が終わって、下校授業が１５分あります

ので、３時……。時間表を持ってこなかったので。 

遠藤会長  ３時過ぎ。 

山川委員  ３時２０分ごろになりますかね。 

 放課後遊びたい。保護者は遊ばせてほしいという声がありまして、

４年生以上は６時間目の授業がある日に限っては、３時５５分を下校

時刻としております。そこまで遊んでいいよという約束になっていた

んですが、今年度、７月に教育活動のアンケート調査をとりましたら、

保護者から、３年生も、１、２年生もそうなんですけれども、放課後

遊ばせてほしいという意見がありまして、校内で検討した結果、３年

生について６時間目の授業があるときだけ、週に２回ですけれども、

３時５５分まで遊んでいいということにしまして、１１月から始めま

した。 

 １、２年生については授業が終わって一斉に帰っています。６時間

目の授業はありません。高学年は６時間目の体育授業がありますので、

１、２年生については放課後遊びはしていません。 

 学校によってさまざまですね。 

遠藤会長  そうですか。 

山川委員  聞いてみましたら、放課後遊び一切やっていないというところもあ

りますし、ＰＴＡで人を配置して校庭開放のような形をとっている学

校もありますし、また、放課後子ども教室の一貫として、週何回かや
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っている学校もあります。本町小学校ではさっき申し上げたような形

でやっています。 

 あと、放課後遊びをやっていない学校でも、ほかに遊ぶ場所がない

ので、５時までは黙認し、普通の公園と同じような形でやっていると

いう学校もありました。さまざまですね。 

 夏の時期は明るいんですけれども、５時には、小学生は家に帰って

ほしいと思っていますし、この時期ですと５時だともう真っ暗ですか

ら、暗くなる前には家に帰るように、そういう指導はしています。 

渡邉委員  私たちの感覚からいうと、暗くなる前までは開放していただきたい

ような。全小中学校、全部開放していただきたい感じがしますけれど

も。 

遠藤会長  自分の小学生時代を考えてみると、そうでしたね。帰れと言われて

も隠れて、行ったなと思ったら、またみんなで野球を始めてね。 

渡邉委員  ほんとうにあれだけのひろばってないですよね。 

遠藤会長  そうですね。 

渡邉委員  地域には。 

遠藤会長  ただ、制度として暗くなるまでＯＫとはならないのでしょうね。中

学生の下校時間とかはもうちょっと遅目なんでしょうね。 

山川委員  中学生の下校時刻は決まっていると思うんですよ。部活だともっと

遅いんでしょうね。 

渡邉委員  意外と部活をしていないお子さんはすぐ帰りなさいという。 

山川委員  帰っていますね。 

渡邉委員  そういう感じなんです。 

 だから、逆にいうと、そういう方たちのほうが大変だと思うんです。 

遠藤会長  帰宅部。 

渡邉委員  ええ、そうです。 

橋本委員  そういう子どもたちのために、居場所が必要だという。クラブをや

っている人は、もうそれどころじゃないですよね。 

渡邉委員  そうですね。 

齋藤委員  ただ、今の山川先生のお話をサポートするとすれば、要するに、学

校教育の範囲の中でいる分というのは、３時とか３時半とかいう範囲

だと思うんです。それ以降になると、いわゆるけがとかそういう問題

が起きたときに、だれが責任とっているのかというと、今のところ学

校の好意で何とかしてもらってという自由遊びが今まであったわけで
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す。 

 けれども、昨今、世の中、すぐ責任問題を追求しますので、そうな

ると、じゃあだれが責任とるんだ、学校は一切関係ないよということ

になると困るので、学校放課後校庭遊びという組織があるんだけれど

も、それは週１回とか月何回とかという、前年度もそういうは話をし

たかもしれないけれども、ほんとうに毎日の放課後には対応できてい

ない。だから、そこで学校の特段の配慮で遊ばせてもらっているとい

う認識が保護者にはないわけですよね。 

遠藤会長  校庭も教室も、そういう責任云々の問題がどうしても重くのしかか

るんですかね。 

齋藤委員  だから、けがや何やら、もう自分の責任なんだと皆さんが共通理解

すればいいんだけれども、そうでなくなっている傾向がありますよね。

今、皆さんが言うように、昔はこうだった、ああだったと言っても、

それが今通じなくなっていますので。どこかが責任をとらなければな

らないというと、組織が必要になっちゃいますよね。それがボランテ

ィアでいいのかという問題なんですよね。 

橋本委員  今のことと関係あることですけれども、それぞれの学校の置かれて

いる立場は立地的な条件が違う。私は四小なんですけれども、ご存じ

のように、これから高架になりますので、鉄道の問題、踏み切りの問

題はなくなるんですけれども、踏み切りを通って子どもたちは帰って

いきますので、学校としてはランドセルをしょって遊んではならない

という――それはさっき言ったけが等の問題、学校は面倒を見ること

できないということで、じゃあ帰って、危険な中来られるかというと

そうではなくて、冬なんかは帰ったら、また来るということはできな

いということで、今は、放課後プランとかいろいろな手だてをしてい

るようなんですけれども、そういう実際的な課題はありますよね。 

 それは児童館の利用もそうなんです。今、学校で遊ぶと、学校の授

業もだんだんまた増えてきますので、３時云々で終わって、じゃあ帰

って児童館に行くかというと、貫井南児童館は南小まで含んでいます

ので、到底南小から来ることできないし、前原も一部によっては来た

ら暗くなって、暗くなる前に帰らないといけないので、ほとんど時間

がなくなる。 

 事業者懇談会がありまして、児童館の職員からもさっきも言ったよ

うに、じゃあどういうプログラムを立てたらいいのか。わずかな時間
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の中で子どもたちが楽しむのも限界があるという課題もあります。せ

っかくそういう建物はあっても、先ほど、長谷川さんも言いましたよ

うに、忙しい上になかなか利用ができない。そういう課題もすごく大

きいということをひしひしと感じています。 

遠藤会長  今、小学生の登下校の安全確保なんていうのは、どういう形で協力

組織ができているんですか。 

齋藤委員  四小の場合は線路があったりとか、警察署の交差点のところに緑の

おばさんではないけれども、ＰＴＡの人たちが立ったりとか、すべて

の学校がそうしているわけではないですが。 

橋本委員  今、貫井は町内会の方々が担当してくださって、順番で。渡邉さん

もご存じですよね。 

渡邉委員  角、角で立っていただいて。 

遠藤会長  登校時と。 

渡邉委員  と、下校時。 

遠藤会長  うちの子どもなんか、小学校１年生のときなんか、６年生あたりの

近所の子が必ず手をつないで、朝、連れていってくれていました。 

渡邉委員  そういう集団はやってないですね。 

橋本委員  一時期はやっていましたけれども、今は比較的自由登校です。 

渡邉委員  そうですね。 

遠藤会長  児童館に行って、家に小学校６年生が帰ってくるなんていうときに

は、そういう安全サポートはないですよね。 

渡邉委員  ないですね 

齋藤委員  ないですよね。自由ですね。 

橋本委員  児童館の場合、ないですね。 

齋藤委員  個人の自由。生徒のです。 

橋本委員  さわらび学童保育所の場合は、ボランティアがずっと一番最後まで

ついて、熱心に担当してくれる方がいますね。今、夜暗いし、でも一

年じゅうですね。多分、あれボランティアですよね。熱心にやっても

らってますね。でも、児童館は全然そういうのはないですね。 

山川委員  登校時の朝の安全確保は教育委員会が配置してある巡回警備員、３

校掛け持ちなんですけれども、不定期で回っています。 

 地域安全課がときどき青パトで巡回しています。どうかすると、小

金井警察署でもパトカーを配置しています。 

 四小の話が出たんですけれども、南小ですと公園が間にありますの
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で、安全管理員が必ずいます。これは南小ができたときからそういう

システムになっています。 

 あと、本町小の場合には、地域の方が犬の散歩がてらわんわんパト

ロールと称して登下校を見守ってくれています。 

橋本委員  第四小は、ＰＴＡで当番をつくっていますよね。 

遠藤会長  生活安全課、あるいは子どもたちの気になる被害、犯罪の傾向とか

いうのは、どれぐらい変化がありますか。 

長谷川委員  警視庁でもメールを出していますし、小金井市の安全・安心メール

でも流れていると思うんですけれども、最近多いのは専門用語ですけ

れども、公然わいせつという、要するに下半身を出す……。 

遠藤会長  露出して。 

長谷川委員  こちらは比較的平穏な町だと私は感じています。ただ、そういう者

が出るのは比較的多と思います。 

 ただ、そういう性癖を持った者がいるので、先ほど、先生が言われ

ていましたけれども、パトカーが赤灯をつけてとかいうときは、大体

そういう事件が登下校時にあったりして、それが続いてたりしたとき

なんかにその付近を回るようにしているという状況なんです。 

 ほんとうに、どこの学校でもやってあげたい気持ちはやまやまなん

ですけれども、なかなか、数が限られていますし、ほかに事件、事故

がありますので。 

遠藤会長  そうですね。有名でしたね。うちのかみさんなんか、よく犬の散歩

をしてくじら山から野川公園に入ったあたりのところで、ランニング

パンツはいたおじさんがひょいと上手にパンツを下ろして、平日の夕

方、奥さんたちが犬の散歩で集まっている場所で、キャーキャー、ワ

ーワー言われるのが楽しそうで、また走って、特に危害を加えずに。

一週間に一遍ぐらいはそういうおじさんが走っていくって、常習的な

公然わいせつのおじさんがいるんだって言って。特にその後どうなっ

たという話を聞いてないんですけれども。 

長谷川委員  何人かいるみたいな感じですね。ただ、それは警察署管内での話で、

国分寺も含めてですけれども。 

遠藤会長  子どもたちの下校時に。 

長谷川委員  ということもありますし。 

遠藤会長  あるでしょうかね。 

長谷川委員  ほんとうに年齢層をあまり問わずですね。ただ、相手は基本的には
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女性ですよね。 

遠藤会長  ああ、女の子がいっぱいいるとパンツ脱いで、見せて歩くと。 

長谷川委員  中高生に対してでも、そういうことですね。 

橋本委員  一説に言うと、そういう人が移動しているというんですね。あっち

に出たり、こっちに出たり。 

長谷川委員  やっぱり警戒を強化しますので、それに気づいているのかどうかわ

からないですけれども、移動しているのかなと。背格好だとか、そう

いうのを聞いていると。 

渡邉委員  メールで入ってくる強制わいせつというのは、みんなその……。 

長谷川委員  公然わいせつと強制わいせつは違います。公然わいせつは見せる。

わかりづらいかもしれないですけれどもね。 

遠藤会長  ありがとうございました。 

齋藤委員  ちょっと、失礼。 

遠藤会長  齋藤さん、次回は来年の４月に予定していますけれども、また、日

は後日設定しますのでよろしくお願いします。 

齋藤委員  結構でございます。お願いします。 

長谷川委員  強制わいせつというのは、無理矢理わいせつ行為に及ぶということ

で。 

遠藤会長  さわったり何かする。 

長谷川委員  普通で言うと……。 

遠藤会長  今の話、露出狂ですね。公然わいせつって。 

長谷川委員  そうです。公然わいせつはいわゆる露出ですね。強制わいせつは簡

単にいうと強引な痴漢行為ですね。 

遠藤会長  公然わいせつは、必ずしも病気とは限らないですよね。正常な人で

もそういう人、いるんですね。 

長谷川委員  おります。 

遠藤会長  いるんですよね。 

長谷川委員  ええ。もちろん、中にはご病気の人いますけれども。 

遠藤会長  ありがとうございました。 

 そうしますと、おおむね前２回の議論を項目別にまとめていただい

たのがこの紙ですけれども、それぞれ提言に親しみそうな項目につい

て、現状と改善の意見みたいなものが個別にもうちょっと掘り下げた

形で資料を一応できる部分だけつくってみようかなというのが次の宿

題かなと。 
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 難しいという事務局のご発言はありましたけれども、それぞれの関

連予算はどういうふうに割り当てられているのか。ですから、ある部

分はＡ、Ｂ、Ｃ事業を合わせて８,０００万円であるとか、区分けは簡

単にはできないとか、児童館の委託業者への委託料がそれぞれこうい

う予算になっているとかいう、お金の予算の資料みたいなものを少し

――できるかできないかはわかりませんが、これはどうしてもできる

部分をつくれればなという意見が出ましたので。 

 実は、それこそこの育成審議会の予算上といいますか、年間３回開

催予定ですので、この次は早くても来年の４月開催になりますが、今

日しゃべったことも今まで２回しゃべったことも忘れちゃいそうなの

で会議録をしっかりまとめていただくのと同時に、今の資料を中間で

もできた段階で適宜送らせていただいて、あるいはお知恵を個別にお

かりすることも４月までの間やりながら、できれば来年度の審議テー

マに親しむように提言を絞れればなと感じています。 

 高水さん、また宿題をつくっちゃいまして。 

事 務 局 （ 高

水） 

 ありがとうございます。 

遠藤会長  できる限り工夫をして、できるところまでやってみて。 

事 務 局 （ 高

水） 

 予算については、単純に何とかに要する事業に幾らのお金がかかっ

ているというものだとわかりにくいかなと思います。ですから、市役

所全体の、漠然とまだ何とも言えないのですが、事業項目……。例え

ば、図書館でも図書館のほうでやっているものもあるし、学校のそう

いうものもあるわけなので、一本でまとめるのはなかなか難しいので。 

遠藤会長  そうですね。まとめなくていいんです。例えば、児童青少年課での

担当事務について、予算要求を出してくれとか、そういうときの出し

方っていろいろあると思うんです。それはないしょなんでしょうけれ

ども。そういう予算が決まる最初の資料の中に幾つか出ているかもし

れないし……。 

事 務 局 （ 高

水） 

 うちの課だけでしたらいいんですが、例えば、いろいろお話が出ま

した「カンガルーのポケット」は別の部署になっているとか、覚醒剤

なんかもまた別だとか、いろいろ分かれているので、どういう範囲で

どうまとめるかということです。 

 しかも、市の予算のうちのこのような事業に、このくらいの予算が

使われているというのがある程度見てわかるような資料は必要かと思
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います。なかなか難しいと思いますが、一応それは検討してみます。 

遠藤会長  何かお金の資料めいたものをできるかどうか。財政のほうに出して

ある各課の予算要求みたいなものは、別にそんなの公表すべき資料で

はないんだろうとは思いますけれども、トータルとしてこういう予算

になったとか、それで切り取られてこうなったとか、そんな資料をや

っていたら限りなく大変な作業になるかもしれないので、どんな資料

ならできるというようなものを考えていただいて。 

 各項目ごと、例えば、２項の遊び場の確保、公園等なんていうのも、

これはそれぞれ１項目ごとに一枚の紙になるほどのボリュームに多分

なると思うんです。問題点、やっぱりできないとかね。東京都は一切

認めないとか。ですから、何を掘り下げて書き直すかと。私も事務局

のお手伝いをまじめにしますので、次回の次年度の審議ターゲットを

絞れればと思います。 

橋本委員  それと１ついいですか。 

 また注文で申しわけないんですけれども、先ほど話に出ましたけれ

ども、放課後子どもプランではちゃんと統計で何％と利用率などが出

ていますので、児童館等、行事をした場合に参加人数は前年比でも出

ています。齋藤さんは帰られましたけれども、いつか見たら、子ども

会に入っている人数は、子どもが１０年前の半分ぐらい、半減してい

るんです。 

 参加率もだんだん悪くなってきているということですので、私も地

域の中で子ども会の人数と行事に参加する人数、参加率も非常に参考

になるので、ぜひ出していただきたいと思います。 

 箱物をつくっても利用をどれぐらいしているかといえば、先ほどス

ペース貫井のことも出ましたけれども、そのあたりも。数そのもので

はないですが、一応念頭に置いているといいんじゃないかと思います。 

 行事の参加率でも、齋藤さんおられますけれども、学校の人数はわ

かっていますので、それに対して子ども会に参加している人数はわか

りますので、もしできれば、１０年前とかそういう傾向がありました

ら。 

 子ども会のこれからの課題なり事由を。先ほどのボランティアがあ

りましたけれども、お母さん方も忙しいから、子ども会に入ると世話

をやらないといけない。それができないので子どもが参加できないと

いう状況とも深いかかわりがあるので、ぜひそのあたりのことも資料
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的にあると助かるんじゃないかと思います。 

遠藤会長  児童館とか図書館は利用者数の統計はおそらく出していますよね。

利用者数……。 

事 務 局 （ 高

水） 

 ただ、数字を出して、例えば、私は十何年前に学童の係にいたんで

すけれども、あの当時の学童の人数と今の学童の人数は極端に違いま

す。増えてます。ですから、子どもの数は減っているのに入所人数は

非常に多いということで、どうしてこんな数字が出ているのかという

ことがわかるような資料が必要になってくると思いますけれども。 

遠藤会長  小金井の市民の構成で、何歳以下が何人とかいうのはわかるんです

よね。 

事 務 局 （ 高

水） 

 それはわかります。 

遠藤会長  それの１０年前と５年前と今日、現在とそれで推移を把握して、学

童の利用者数を出せば。 

事 務 局 （ 高

水） 

 そういう具体的な資料であれば、当然年齢なんか今は月ごとに出し

ていますので。 

遠藤会長  提言をするときにはそういう資料があるとなしでは、大分違います

よね。具体を踏まえての話だと。予算なんか、なかなか難しいところ

ありますけれどもね。 

事 務 局 （ 高

水） 

 こちらに提出した資料が、無意味になっては意味がないので、意識

して作成してみます。 

遠藤会長  はい。 

橋本委員  予算のことで。 

 各地区６地区の連合会に予算がおりてくるんですけれども、それは

子どもの人数で割り当てるんです。だから、年によって違ってくると

いうか、人数が多ければその配分が多いという。当然、参加する人数

も多いということを前提にしている。そのあたりも行事と予算とは深

いかかわりがあるので、パーセント的に、数字的に非常におもしろい

というか、参考になるんじゃないかと思います。 

事 務 局 （ 高

水） 

 今、橋本委員からお話がありましたような、２と３について、現状

と問題点をまとめる、あるいは資料をつくるということですが、こん

なものがいいと具体的にそういうご指摘があるとこちらも動きやすい

です。 

 例えば、総人口の中で、今の１５歳未満の割合がどうなっているか
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１０年ごとにまとめるとか、そういう具体的なご指摘をいただけると

一つの資料をつくりやすいと思います。 

橋本委員  あとは多分、人材的なことじゃないですかね。ボランティアが何人

いてとか、人件費って大げさですけれども、運営のために……。 

遠藤会長  運営費としてどういうお金がかかるか。 

橋本委員  先ほど委託の問題がありましたけれども、人件費の問題は大きいの

で、ボランティアもさっき言いましたように、無償でいろいろやって

いる人がいます。そういう人数的なことも把握できるといいんじゃな

いですかね。 

遠藤会長  何か市会議員の資料請求みたいになってきちゃったけれども、議論

のたたき台になるような考え方でやってみましょうよ。何があるか私

もわからないからね。 

事 務 局 （ 高

水） 

 今の時点では、私も、具体的には頭に浮かんでこないですが。 

遠藤会長  こんな基礎資料ならあるというのをまた見ながら、ある程度まとま

った段階で皆さんの意見を聞いて、来年度４月のしかるべき日にこの

次の審議会をやりましょう。 

 あとはほかに本日、ご発言、ぜひともという委員の方々、あればお

願いします。 

 ないようですので、第３回の審議会、この程度で終了したいと思い

ます。どうもありがとうございました。 
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